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都道府県  

 各 保健所設置市 薬務主管部（局）長 殿  

特別区  

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 

監視指導・麻薬対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

化粧品における特定成分の特記表示について 

 

化粧品における特定成分の特記表については、「化粧品における特定成分の特

記表示について」（昭和 60 年 9 月 26 日付け薬監第 53 号厚生省薬務局監視課長

通知）において取扱いをお示ししているところですが、化粧品の広告を巡る環境

の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正するため、下記のとおりとします

ので、貴管下関係業者への周知をお願いいたします。 

なお、本通知をもって、「化粧品における特定成分の特記表示について」（昭

和 60 年 9 月 26 日付け薬監第 53 号厚生省薬務局監視課長通知）は廃止します。 

 

 

記 

 

 特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示す

ることである。 

 化粧品において特定成分を特記表示することは、あたかもその成分が有効成

分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため、原則として行わないこと。 

 ただし、以下の留意事項及び Q&A に基づき、特定成分を特記表示する場合に

限り認められる。 

 

Ⅰ 留意事項 

 



 

 

１ 特定成分の特記表示 

（１） 特定成分を特記表示する場合、配合目的を必ず併記すること。なお、

配合目的は、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客

観的に実証されているものであること。 

（２） 特定成分を写真、デザイン（英文等の表示を含む）で表現している

場合は、「○○（成分名）△△（配合目的）」などと、配合目的と

ともに成分名も記載すること。 

 

２ 特記表示が認められない事例 

（１） 特定成分の名称に「薬」の字が含まれるもの 

      （例） 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」 

（２） 医薬品かのような印象を与えるもの 

      （例） 「漢方成分抽出物」 

 

Ⅱ 化粧品における特定成分の特記表示（Q&A） 

質問事項 回  答 

１ 特定成分の特記表示とは何か。  化粧品における広告や包装におい

て、商品に配合されている成分中、特

定の成分を表示することである。 

２ 配合成分の全てを表示する時は、

特記表示に該当するか。 

 配合成分の全ての成分を同等に表

示する限り特記表示に該当しない。 

３  配合されている成分を特記表示

した場合、どのような問題があるの

か。 

 １）化粧品でない（医薬品的）とい

う印象を与えることがある。 

 ２）通常の化粧品より成分的に効

果、安全性等の面で優れている

との誤認を与えることがある。 

 ３）当該成分が主たる成分であると

の誤認を与えることがある。 

４  広告でボディーコピー中に特定

成分が記載された場合は、特記表示

に該当するか。 

 全てが特記表示に該当する。 

５ 化粧品の外部の容器・被包、又は

直接の容器、被包及び添付文書等に

特定成分を記載することは特記表

示に該当するか。 

 全てが特記表示に該当する。 

６  特定成分を外国語で表示するこ

とは、特記表示に該当するか。 

 外国語と邦文を区別して取り扱う

ものではないため特記表示に該当す

る。 



 

 

７ 医薬部外品の場合についても、化

粧品に準じた表現であれば差し支

えないと考えてよいか。 

 承認を受けた有効成分以外の特定

成分の特記表示に関しては、化粧品に

準じて差し支えない。 

８  配合目的はどのように記載した

らよいか。 

 特記表示している成分名の前又は

後などに記載すること。 

 注記等を用いて特定成分の前又は

後以外の場所に記載する場合は、文字

の大きさ、フォント、配置、コントラ

スト、色、表示時間（動画広告）等に

留意し、容易に読めるようにするこ

と。 

９ 動画広告において、特定成分を表

示する場合、その配合目的をどのよ

うに説明すればよいか。 

 配合目的が画面やナレーションで

容易に理解されるように説明されて

いること。なお、記載方法については、

Q&A８を参照すること。 

10 特定成分の配合目的は、化粧品の

効能効果に基づく表現として、保

湿、着色料、着香料、洗浄成分の他、

皮膚保護、お肌の保護成分、紫外線

防止成分、お肌の引き締め成分、補

油成分、地肌、頭髪をしっとりさせ

る成分と、製剤技術に基づく表現と

して、コーティング成分、増粘剤、

製品の酸化防止剤…等の表示であ

っても差し支えないか。 

 化粧品の効能の範囲の改正につい

て（平成23年7月21日付け薬食発0721

第１号厚生労働省医薬食品局長通知）

や製材技術に基づき製品の使用感や

製品性状などに関わる表現であって

客観的に実証されていれば、差し支え

ない。 

11 回答10には「化粧品の効能の範囲

の改正について（平成23年7月21日

付け薬食発 0721第１号厚生労働省

医薬食品局長通知）や製剤技術に基

づく表現であって客観的に実証さ

れていれば、差し支えない。」と記

載されているが、実証とはどういう

意味か。また、事実か否かを証明す

る資料として社内データでもよい

か。 

 

 客観的に実証されているとは、当該

効能効果や製剤技術に基づく表現と

して客観的に説明出来るということ

である。また、説明資料は、社内デー

タであってもよいが、客観性のあるも

のであることが必要である。 



 

 

12 生薬名であっても配合目的を併

記し、生薬等の文字を入れなければ

特記表示しても差し支えないか。 

  （例）天然植物薏苡仁エキス（保

湿成分） 

     アロエエキス（保湿成分） 

 差し支えない。 

 ただし、Ⅰ｢留意事項｣の２｢特記表

示が認められない事例｣のように、名

称に「薬」の字が含まれるものや医薬

品という印象を与えるものは不可で

ある。 

13 特定成分の特記表示として次の

ような例示も差し支えないと考え

てよいか。 

   （例）カミツレエキス(天然植物保

湿成分)配合 

 特記成分の由来とともに配合目的

を記載することは差し支えない。 

14 配合目的の記載方法について次

のような表現であれば差し支えな

いと考えてよいか。 

  ① アロエエキスが肌にうるおい

を与えます。 

  ② うるおい成分コラーゲンを配

合 

  ③ 肌にうるおいを与えます。（ヘ

チマエキス配合） 

  ④ アロエエキスを配合した化粧

水です。 

 

 

 

 ①～③  配合目的が記載されてお

り、有効成分であるかのような誤認を

生じないため、差し支えない。 

 

 

 

 ④ 配合目的が記載されていないた

め不可である。 

15 製剤技術に基づき製品の使用感

や製品性状などに関わる次のよう

な表現をすることは、差し支えない

と考えてよいか。 

  ① スクワラン配合により、のび

のよい軽い感触が楽しめます。 

  ② シルクパウダー配合（さらさ

ら成分） 

 

 

 

 

 ①・② 製剤技術に基づく化粧品と

しての配合目的が記載されてお

り、有効成分との誤認がないた

め、差し支えない。 

16  ｢エモリエント成分とし○○配

合｣あるいは｢トリートメント成分

として○○配合｣はよいか。 

 有効成分と誤認しないため、差し支

えない。 



 

 

17 医薬部外品等の有効成分として

配合されることのある成分を化粧

品成分として特記表示する場合、ど

のようなことを遵守すべきか。 

 医薬部外品等の有効成分として配

合されることのある成分を特記する

場合、以下の３点を全て満たした配合

目的を記載する必要がある。 

 ① 明示的又は暗示的であるか否か

にかかわらず、有効成分であるか

のような誤認を生じさせ、薬理作

用などを暗示させないこと 

 ② 化粧品の効能効果の範囲である

こと 

 ③ 客観的に実証されたことに基づ

くこと 

 なお、有効成分として使用されてい

る成分を特記表示すると、あたかもそ

の成分が有効成分のように誤認させ

やすいため、配合目的も含め、広告全

体としての表現にも十分注意するこ

と。 

18 医薬部外品等の有効成分として

配合されることのある成分を次の

ように表現することは差し支えな

いと考えてよいか。 

  ①  肌あれを防ぐ成分ビタミン

A、Eを配合 

  ②  グリチルリチン酸ジカリウ

ム（消炎剤）配合クリームで

す。 

 

 

 

 

① ビタミン A、E など医薬部外品

等の有効成分として配合され

ることのある成分を表現する

場合は、広告を行う者が、Q&A17

の A に基づき適正かどうか確

認すること。特に、特記表示だ

けでなく、広告全体から有効成

分であるかのような誤認を生

じさせていると判断される場

合は、不可である。 

  ② Q&A17 の A②に該当しないた

め、不可である。 

 

 



【参考】化粧品における特定成分の特記表示について（昭和 60年通知からの変更点） 

 

新 旧 

化粧品における特定成分の特記表示について 

 

都道府県 

 各 保健所設置市 薬務主管部（局）長 殿 

特別区 

 

令和７年３月１０日 

厚生労働省医薬局 

監視指導・麻薬対策課長 

        

 

化粧品における特定成分の特記表については、「化粧品における特定

成分の特記表示について」（昭和 60年 9月 26日付け薬監第 53号厚生省

薬務局監視課長通知）において取扱いをお示ししているところですが、

化粧品の広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正

するため、下記のとおりとしますので、貴管下関係業者への周知をお願

いいたします。 

なお、本通知をもって、「化粧品における特定成分の特記表示について」

（昭和 60年 9月 26日付け薬監第 53号厚生省薬務局監視課長通知）は廃

止します。 

化粧品における特定成分の特記表示について 

 

 

 各 都道府県 衛生主管部（局）長 殿 

 

 

昭和 60年９月 26日 

厚生省薬務局監視課長 

 

 

 

標記については、以下のように取扱うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 

 

 特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分中、特定の成分

を表示することである。 

 化粧品において特定成分を特記表示することは、あたかもその成分が

有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため、原則として

行わないこと。 

 ただし、以下の留意事項及び Q&A に基づき、特定成分を特記表示する

場合に限り認められる。 

 

Ⅰ 留意事項 

 

１ 特定成分の特記表示 

（１） 特定成分を特記表示する場合、配合目的を必ず併記すること。

なお、配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表

現とし、客観的に実証されていること。 

（２） 特定成分を写真、デザイン（英文等の表示を含む）で表現し

ている場合は、「○○（成分名）△△（配合目的）」等と配

合目的とともに成分名も記載する。 

２ 特記表示が認められない事例 

（１） 特定成分の名称に「薬」の字が含まれるもの 

      例 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」 

（２） 医薬品かのような印象を与えるもの 

 

 

Ⅰ 取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 特記表示が認められない事項 

（１） 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」の

ように名称に「薬」の字が含まれるもの 

 

（２） 「漢方成分抽出物」のように医薬品という印象を与えるもの 

 

 

２ 特記表示して差し支えない事例 

「植物成分」、「植物抽出物」、「天然植物エキス」等 

 

 



      例 「漢方成分抽出物」 

 

 

３ 上記１及び２以外の事例 

（１）  配合目的を併記すれば表示して差し支えない。なお、配合

目的は化粧品について効能効果の表現の範囲であって事実

であること。 

（２）  写真、デザイン（英文等の表示を含む）については近くに

「〇〇（△△として配合）」と記載する。 

 

Ⅱ 化粧品における特定成分の特記表示（Q&A） 

新番

号 

新 旧 

質問事項（Q） 回  答（A） 質問事項（Q） 回  答（A） 

１ １ 特定成分の特記表示とは何

か。 

化粧品における広告や包装に

おいて、商品に配合されている

成分中、特定の成分を表示する

ことである。 

１ 特定成分の特記表示とは何

か。 

商品に配合されている成分

中、特に訴求したい成分のみを

目立つよう表示する事である。 

２ ５ 配合成分の全てを表示する

時は特記表示にするか。 

配合成分の全ての成分を同等

に表示する限り特記表示に該当

しない。 

５ 配合成分の全てを表示する

時は特記にあたらないと考え

てよいか。 

全ての成分を同等に表示する

限り特記にあたらない。 

３ ３ 配合されている成分を特記

表示した場合、どのような問

題があるのか。 

 １）化粧品でない（医薬品

的）という印象を与える

ことがある。 

 ２）通常の化粧品より成分的

に効果、安全性等の面で

３ 特記成分を特記した場合、

どのような問題があるのか。 

 １）化粧品でない（医薬品

的）という印象を与える

事がある。 

 ２）通常の化粧品より成分的

に優れている（効果、安



優れているとの誤認を与

えることがある。 

 ３）当該成分が主たる成分で

あるとの誤認を与えるこ

とがある。 

全性等の面で）との誤解

を与える事がある。 

 ３）当該成分が主たる成分で

あるとの誤解を与える事

がある。 

４ 26 広告でボディーコピー中に

特定成分が記載された場合

は、特記表示にあたるか。 

全てが特記表示に該当する。 26 広告でボディーコピー中に

特定成分が記載された場合

は、特記表示にあたるか。 

広告中の表現はすべて特記表

示となる。 

５ ２ 化粧品の外部の容器・被

包、または直接の容器・被包

及び添付文書等に特定成分を

記載することは特記表示に該

当するか。 

全てが特記表示に該当する。 ２ 添付文書等は関係ないか。 対象になる。 

６ 37 特定成分を外国語で表示す

ることは特記表示に該当する

か。 

外国語と邦文を区別して取扱

うものではないため特記表示に

該当する。 

37 英文表示は特記表示に当た

るか。 

英文と邦文を区別して取扱う

ものではない。なお、Ⅰ｢取扱

い｣ ３｢上記１及び２以外の事

例｣の（２）を参照されたい。 

７ 23 医薬部外品の場合について

も、化粧品に準じた表現であ

れば差し支えないと考えてよ

いか。 

承認を受けた有効成分以外の

特定成分の特記表示に関して

は、化粧品に準じて差し支えな

い。 

23 医薬部外品の場合について

も、化粧品に準じた表現であ

れば差し支えないと考えてよ

いか。 

承認を受けた有効成分以外の

成分の表示に関しては、化粧品

に準じて差し支えない。 

8 16 配合目的はどのように記載

したらよいか。 

特記表示している成分名の前

又は後などに記載すること。 

16 配合目的の記載方法は？ 成分名の前又は後などに記載

し成分と配合目的の対応がなさ



注記等を用いて特定成分の前

又は後以外の場所に記載する場

合は、文字の大きさ、フォン

ト、配置、コントラスト、色、

表示時間（動画広告）等に留意

し、容易に読めるようにしなけ

ればならない。 

れていること。 

9 24 動画広告において、特定成

分を表示する場合、その配合

目的をどのように説明すれば

よいか。 

配合目的が画面やナレーショ

ンで容易に理解されるように説

明されていること。なお、記載

方法については、Q&A８を参照す

ること。 

24 事例３に該当する成分の広

告において使用目的を併記す

る方法として画面で成分名、

ナレーションで使用目的を説

明するということでもよい

か。又その逆でもよいか。 

画面に成分名が出ている際同

時にナレーションで使用目的を

説明する場合はよい。又その逆

もよい。 

10 11 特定成分の配合目的は、化

粧品の効能効果に基づく表現

として、保湿、着色料、着香

料、洗浄成分の他、皮膚保

護、お肌の保護成分、紫外線

防止成分、お肌の引き締め成

分、補油成分、地肌、頭髪を

しっとりさせる成分と、製剤

技術に基づく表現として、コ

ーティング成分、増粘剤、製

化粧品の効能の範囲の改正に

ついて（平成 23年 7月 21日付

け薬食発 0721第１号厚生労働省

医薬食品局長通知）や製材技術

に基づき製品の使用感や製品性

状などに関わる表現であって客

観的に実証されていれば、差し

支えない。 

11 化粧品としての配合目的で

あり、医薬品的薬理効果を暗

示しないものとして、保湿

剤、着色料、着香料、洗浄剤

の他、皮膚保護剤、お肌の保

護成分、紫外線防止剤、収斂

剤、補油成分、天然保湿剤、

地肌、頭髪をしっとりさせる

成分…等の表示であっても差

し支えないか。 

化粧品についての効能効果の

表現の範囲（S.55.10通知､

H.12.12.28改正）であって事実

であれば差し支えない。 



品の酸化防止剤…等の表示で

あっても差し支えないか。 

11 32 回答 10には「化粧品の効能

の範囲の改正について（平成

23年 7月 21日付け薬食発

0721第１号厚生労働省医薬食

品局長通知）や製剤技術に基

づく表現であって客観的に実

証されていれば、差し支えな

い。」と記載されているが、

実証とはどういう意味か。

又、事実か否かを証明する資

料として社内データでもよい

か。 

客観的に実証されていると

は、当該効能効果や製剤技術に

基づく表現として客観的に説明

出来るということである。又、

説明資料としては、社内データ

であってもよいが客観性のある

ものであることが必要である。 

32 回答 11には「化粧品につい

ての効能効果の表現範囲

（S.55.10通知､H.12.12.28改

正）であって事実であれば差

し支えない」と記載されてい

るが、事実とはどういう意味

か。又、事実か否かを証明す

る資料として社内データでも

よいか。 

事実とは、当該効能効果が客

観的に説明出来るということで

ある。又、説明資料としては、

社内データであってもよいが客

観性のあるものであることが必

要。 

12 ８ 生薬名であっても配合目的

を併記し生薬等の文字を入れ

なければ特記表示しても差し

支えないか。 

  （例）天然植物薏苡仁エキ

ス（保湿成分） 

     アロエエキス（保湿

成分） 

差し支えない。 

ただし、Ⅰ｢留意事項｣の２｢特

記表示が認められない事例｣のよ

うに名称に「薬」の字が含まれ

るものや医薬品という印象を与

えるものは不可である。 

８ 生薬名であっても配合目的

を併記し生薬等の文字を入れ

なければ差し支えないか。 

  （例）天然植物苡仁エキス

（保湿剤） 

     アロエ・エキス（保

湿剤） 

差し支えない。 

13 ９ 特定成分の特記表示として 特記成分の由来とともに配合 ９ ｢アロエ・エキス（天然植物  差し支えない。 



次のような例示も差し支えな

いと考えてよいか。 

  （例）カミツレエキス(天然

植物保湿成分)配合 

目的を記載することは差し支え

ない。 

保湿剤）｣｢天然植物保湿剤と

してアロエエキス配合｣のいず

れも差し支えないか。 

14 19 配合目的の記載方法につい

て 

  次のような表現であれば差

し支えないと考えてよいか。 

   ① アロエエキスが肌にう

るおいを与えます。 

   ② うるおい成分コラーゲ

ンを配合。 

   ③ 肌にうるおいを与えま

す。（ヘチマエキス配

合） 

   ④ アロエエキスを配合し

た化粧水です。 

 

 

 

 

①～③ 配合目的が記載されて

おり、有効成分であるかのよう

な誤認を生じないため、差し支

えない。 

 

 

 

④ 配合目的が記載されていな

いため不可である。 

19 エキス類の表示について 

  エキス類の表示に関して次

のような表現であれば差し支

えないと考えてよいか。 

   ① アロエエキスが肌にう

るおいを与え、乾燥を

防ぎます。 

   ② うるおい成分アロエエ

キスを配合。 

   ③ 肌にうるおいを与え、

乾燥を防ぎます。（ア

ロエエキス配合） 

   ④ アロエエキス（保湿

剤）が肌にうるおいを

与え、乾燥を防ぎま

す。 

   ⑤ 肌にうるおいを与える

アロエエキスを配合し

ました。 

 

 

 

 

①～⑥差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ⑥ うるおいのアロエエキ

ス、キュウリエキス、

ヘチマエキスが肌にう

るおいを与え、乾燥を

防ぎます。 

   ⑦ アロエエキスを配合し

た化粧水です。 

 

 

 

 

 

⑦不可である。 

15 21 製剤技術に基づき製品の使

用感や製品性状などに係わる

次のような表現をすることは

差し支えないと考えてよい

か。 

   ① スクワラン配合によ

り、のびのよい軽い感

触が楽しめます。 

   ② シルクパウダー配合

（さらさら成分） 

 

 

 

 

 

①～②製剤技術に基づく化粧

品としての配合目的が記載

されており、有効成分との

誤認がないため、差し支え

ない。 

21 ホホバ油、ミツロウ、ラノ

リン等のクリーム乳液等に基

剤として配合されている成分

及びメーキャップ化粧品に配

合されている粉末類について 

  クリーム・乳液等に基剤と

して配合されている油分、ロ

ウ類等の成分及びメーキャッ

プ化粧品に配合されている微

粒子タルク、シルクパウダー

等の成分に関して次のような

表現であれば差し支えないと

考えてよいか。 

   ① 肌にうるおいを与え、

乾燥を防ぎます。（ホ

ホバ油配合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～⑤差し支えない。 



   ② ホホバ油、ラノリンが

肌にうるおいを与え乾

燥を防ぎます。 

   ③ 肌にうるおいを与える

ホホバ油、ラノリンを

配合しました。 

   ④ 微粒子タルクが日ざし

をさえぎり、日やけに

よるシミ・ソバカスを

防ぎます。 

   ⑤ シルクパウダー配合に

より、のびのよい軽い

感触が楽しめます。 

   ⑥ ホホバ油配合のクリー

ムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥不可である。 

16 17 ｢エモリエント成分とし○○

配合｣あるいは｢トリートメン

ト成分として○○配合｣はよい

か。 

有効成分と誤認しないため、

差し支えない。 

17 ｢エモリエント成分とし○○

配合｣あるいは｢トリートメン

ト成分として○○配合｣はよい

か。 

差し支えない。 

17 ○○ 医薬部外品等の有効成分

として配合されることのある

成分を化粧品成分として特記

医薬部外品等の有効成分とし

て配合されることのある成分を

特記する場合、以下の 3点を全

（新設） （新設） 



表示する場合、どのようなこ

とを遵守すべきか。 

て満たした配合目的を記載する

必要がある。 

① 明示的又は暗示的であるか

否かにかかわらず、有効成

分であるかのような誤認を

生じ薬理作用などを暗示さ

せないこと 

② 化粧品の効能効果の範囲で

あること 

③ 客観的に実証されたことに

基づくこと 

なお、有効成分として使用さ

れている成分を特記表示する

と、あたかもその成分が有効成

分のように誤認させやすいた

め、配合目的も含め、広告全体

としての表現にも十分注意する

こと。 

18 ○○ 医薬部外品等の有効成分

として配合されることのある

成分を次のように表現するこ

とは差し支えないと考えてよ

いか。 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 



   (１) 肌あれを防ぐ成分ビ

タミン A、Eを配合 

   (２) グリチルリチン酸ジ

カリウム（消炎剤）配

合クリームです。 

(１) ビタミン A、Eなど医薬

部外品等の有効成分として

配合されることのある成分

を表現する場合は、広告を

行う者が、Q&A17の Aに基

づき適正かどうか確認する

こと。特に、特記表示だけ

でなく、広告全体から有効

成分であるかのような誤認

を生じさせていると判断さ

れる場合は、不可である。 

(２) Q&A17の A②に該当しな

いため、不可である。 

 

以下、削除。 

 （削除） （削除） ４ 指定成分の表示と関係は？ 指定成分の表示とは無関係で

ある。 

 （削除） （削除） ６ 回答１の「目立つよう表示

する」とはどのような事か。 

特定成分のみを、他の文字と

離したり、色を変えたり、枠で

囲んだり、ゴシックあるいは大

きい文字にする等が含まれる。 

 （削除） （削除） ７ 文章中に成分名を記載する

事は特記に当たらないか。 

回答６に該当しない限り特記

に当たらない。 



 （削除） （削除） 10 ビタミン等であっても化粧

品として配合目的が付記され

ていれば差し支えないか。 

  （例）ビタミン E（抗酸化

剤） 

化粧品についての効能効果の

表現の範囲（S.55.10通知､

H.12.12.28改正）であって事実

であれば、差し支えない。例の

｢抗酸化剤｣は｢製品の抗酸化剤｣

と改めれば差し支えない。 

 （削除） （削除） 12 次のような例示ならば差し

支えないと考えてよいか。 

   １）天然保湿成分植物抽

出物液（アロエエキ

ス、シラカバエキス）

配合 

   ２）天然植物保湿成分

（カミツレエキス、ト

ウキンセンカエキス、

ローズマリーエキス、

ボダイジュエキス）配

合 

差し支えない。 

 （削除） （削除） 13 配合目的を併記せずに高級

アルコール系シャンプー、プ

ロテインシャンプー、アミノ

酸系シャンプーと表示しても

よいか。 

差し支えない。 



 （削除） （削除） 14 回答 10例中例えば「日やけ

を防ぐ」「皮膚を保護する」

「乾燥を防ぐ」「肌荒れを防

ぐ」「皮膚にうるおいを与え

る」「毛髪の帯電を防止す

る」等をそれぞれ「紫外線吸

収剤（防止剤）」「皮膚保護

剤」「肌荒れ防止剤」「保湿

剤」「帯電防止剤」のように

記載してよいか。 

差し支えない。 

 （削除） （削除） 15 配合目的を必ずしも記載す

る必要のない「取扱い」の２

に該当するものとは何か。 

個別成分でなく統括的成分の

場合であり「植物成分」「植物

抽出液」「海藻エキス」「動物

成分」「ハーブエキス」などで

ある。 

 （削除） （削除） 18 ビタミン等の表示について 

  ビタミン等を次のように表

現することは差し支えないと

考えてよいか。 

   ① ビタミン A、Dが肌あ

れを防ぎます。 

   ② 肌あれを防ぐ成分ビタ

ミン A、Dを配合 

 

 

 

 

①～④不可である。 

 

 

 



   ③ 乾燥した空気から肌を

守り、肌あれを防ぎま

す。（ビタミン A、D

配合） 

   ④ ビタミン A、D（肌あれ

を防ぐ成分）を配合

し、うるおいのあるし

っとりした肌を保ちま

す。 

   ⑤ ビタミン C（製品の酸

化防止剤）配合のクリ

ームです。 

   ⑥ グリチルリチン酸モノ

アンモニウム（消炎

剤）配合クリームで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤差し支えない。 

 

 

⑥不可である。 

 

 （削除） （削除） 20 コラーゲン、アミノ酸、ヒ

アルロン酸、プロテイン、グ

リセリン等の保湿剤について

消費者によく知られているコ

ラーゲン、アミノ酸等の保湿

剤について次のような表現で

あれば差し支えないと考えて

 

 

 

 

 

 

 



よいか。 

   ① 肌にうるおいを与え、

乾燥を防ぎます。（コ

ラーゲン、アミノ酸配

合） 

   ② コラーゲン、アミノ酸

が肌にうるおいを与

え、乾燥を防ぎます。 

   ③ ヒアルロン酸、プロテ

イン（保湿剤）が肌に

うるおいを与え、乾燥

を防ぎます。 

   ④ 肌にうるおいを与える

プロテイン、グリセリ

ンを配合しました。 

   ⑤ 冬の冷たい空気や冷房

などの乾燥した環境か

ら肌を守ってくださ

い。 

     アミノ酸、ヒアルロ

ン酸を配合した○△ク

リームが肌にうるおい

を与え、すこやかな肌

 

①～⑤差し支えない。 

 



を保ちます。 

 （削除） （削除） 22 化粧品に添付する説明書の

内容として、下記原案に配合

成分の表示を行った場合、事

例１～４の内容の表現であれ

ば差し支えないと考えてよい

か。 

  原案（配合成分の表示がな

いもの） 

  ・静電気を抑え、スムーズ

にブラッシングができ、

枝毛や切毛を防ぐ、いた

んだ髪用のトリートメン

トです。 

  ・髪をしっとり、しなかや

にし、適度な水分と油分

を補います。 

  ・髪の根元から毛先まで、

つやのあるヘアスタイル

を作ります。 

  ・フケ・カユミを抑え、す

こやかな髪を保ちます。 

 

     事例１ １ 差し支えない。 



  ・静電気を抑え、スムーズ

にブラッシングができ、

枝毛や切毛を防ぐ、いた

んだ髪用のトリートメン

トです。 

  ・髪をしっとり、しなかや

にし、適度な水分と油分

を補います。 

  ・髪の根元から毛先まで、

つやのあるヘアスタイル

を作ります。 

  ・フケ・カユミを抑え、す

こやかな髪を保ちます。

（カチオン誘導体、レシ

チン、紅花油、カチオン

ポリマー、アロエエキ

ス） 

     事例２ 

  ・静電気を抑え、スムーズ

にブラッシングができ、

枝毛や切毛を防ぐ、いた

んだ髪用のトリートメン

トです。（カチオン誘導

２ 差し支えない。 



体、レシチン） 

  ・髪をしっとり、しなやか

にし、適度な水分と油分

を補います。（紅花油、

アロエエキス） 

  ・髪の根元から毛先まで、

つやのあるヘアスタイル

を作ります。（カチオン

ポリマー） 

     事例３ 

  ・カチオン誘導体が静電気

を抑えてスムーズなブラ

ッシングができ、レシチ

ンが髪を保護して枝毛や

切毛を防ぐ、いたんだ髪

用のトリートメントで

す。 

  ・髪をしっとり、しなやか

に保ち、適度な水分と油

分を補う紅花油、アロエ

エキスを配合しました。 

  ・カチオンポリマーが髪の

根元から毛先まで、つや

３ 差し支えない。 



のあるヘアスタイルを作

ります。 

     事例４ 

  ・静電気を抑え、スムーズ

にブラッシングができ、

枝毛や切毛を防ぐ、いた

んだ髪用のトリートメン

トです。 

  ・髪を根元から毛先まで、

つやのあるヘアスタイル

を作ります。 

  ・フケ・カユミを抑え、す

こやかな髪を保ちます。 

  成分 

  セタノール、パラベン、黄

色４号、カチオン誘導体、

レシチン、紅花油、アロエ

エキス、カチオンポリマ

ー、ビタミン E 

４ 差し支えない。 

 （削除） （削除） 25 Ⅰ「取扱い」の１「特記表

示が認められない事例」に該

当する成分について特記しな

ければ表示してよいのか。 

特記でない場合であっても表

示は不可である。 



 （削除） （削除） 27 「アロエ」は、配合目的を

記載しなければならないとさ

れているのに、「海藻」の場

合、配合目的を記載しなくて

もよいとされる理由は？ 

「海藻」の場合消費者に対

し、回答３のような問題を引き

起こすおそれがないと考えられ

るためである。 

 （削除） （削除） 28 A７によれば文章中に成分名

を記載する場合には、特定成

分のみ他の文字と離したり、

色を変えたり等しない限り特

記表示にあたらないとしてい

る一方、質問事項 19の⑦「ア

ロエを配合した化粧水です」

や質問事項 21⑥「ホホバ油配

合のクリームです」が特記表

示とされる理由は？ 

回答７でいう文章とは、表面

全体からみて、かなりのスペー

スを有しその中にあって特定成

分の表示が相対的に目立たない

ものをいい、単に文章の形をと

っていることが、特記表示とな

らない条件ではない。 

 （削除） （削除） 29 画面で配合目的と成分を併

記する場合はナレーションで

配合目的を述べる必要はない

か。 

成分と同等に目立つ程度に配

合目的が併記されている場合に

は、ナレーションで配合目的を

述べる必要はない｡（24の回答参

照） 

 （削除） （削除） 30 ビタミン Cを皮膚保護剤と

表現してよいか。 

認められない。医薬部外品の

有効成分として認められている

成分については、薬理作用を暗



示するような配合目的を記載す

ることは認められない。 

 （削除） （削除） 31 部外品の場合、質問事項 18

の①～④のような表現をして

もよいか。 

ビタミン A、Dが有効成分であ

って事実であればよい。 

 （削除） （削除） 33 粧原基の解説書の記載の範

囲であれば、事実と解してよ

いか。 

解説書は、各成分の作用等の

記載にあたり、化粧品用の用途

のみに限定していないこと及び

配合量又は他の配合成分により

効果の有無も異なると思われる

ので解説書の記載をそのまま引

用することは適当ではない。 

 （削除） （削除） 34 「ビタミン E」という表示

は、文中なら配合目的を書か

ないでよいか。 

広告中以外であって特記に当

たらなければよい。 

 （削除） （削除） 35 化粧油類として許可を受け

ているオリーブ油、椿油、ス

クワランが 100%、60%といった

製品の場合も配合目的を書か

なければならないか。 

類別名称「化粧用油類」の表

示がある等目的性に誤認がない

限り差し支えない。 

 （削除） （削除） 36 一方に生薬名（例、ヨクイ

ニン）及びその効能効果を記

載し、これと実線等で区分

全体として一つの広告とみ

る。したがって、例えば、生薬

の説明において化粧品の効能の



し、例えば、その下に該当生

薬を含む化粧品について当該

生薬の植物名（例の場合、ハ

トムギ）を記載した広告を行

う場合、何か問題があるか。 

範囲を逸脱した効能を書けば不

可となる。 

 （削除） （削除） 38 「バイオ成分」という表現

を広告物中で用いた場合、配

合目的を書かねばならない

か。 

配合目的を記載する必要があ

る。また、バイオ成分の内容も

記載すること。 
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